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1．はじめに
シックハウス症候群は，建築物等から放散した化学物

質が原因として引き起こされる頭痛，鼻炎，咽頭炎，閃
輝暗点，喘息，皮膚炎及び眩暈等の症状である1−4）．化
学物質による室内空気の汚染は，以前から比較的滞在時
間の長い小児，妊婦，高齢者等に注意が向けられてきた
が，加えて最近は新型コロナウイルス感染拡大による室
内滞在時間の延伸によって，幅広い年齢層への悪影響も
懸念される．

厚生労働省は室内空気汚染による健康被害の発生防止
を目的に，ホルムアルデヒド等の13化学物質の室内濃度
指針値と総揮発性有機化合物（Total Volatile Organic 
Compounds; TVOC）の暫定目標値を設定し，改正建
築基準法では当該化学物質が使用される建材，換気設
備の規制が行われた 5，6）．これによって当該化学物質の
室内空気汚染防止対策は進んだが，代替化学物質によ

る汚染が新たな問題として顕在化している．シックハ
ウス問題に関する検討会では2-エチル-1 -ヘキサノール

（1），2,2,4 -トリメチル-1,3 -ペンタンジオールモノイソブ
チラート（2），2,2,4 -トリメチル-1,3 -ペンタンジオール
ジイソブチラート（3）を室内濃度指針値新規策定候補
物質（候補 3 物質）7）として挙げており（Fig. 1 ），これ
らの継続的な実態調査が求められている．

候補 3 物質は可塑剤及びその分解物に多く含まれてお
り，国立医薬品食品衛生研究所生活衛生化学部が継続的
に実施している室内空気汚染化学物質全国実態調査にお
いても比較的高濃度，高頻度で検出されている8）．特に，
化合物 1は 1 年を通して冬季に室内濃度が低く，夏季に
高い傾向が報告されているが 9），このような季節性の経
時変化に関する報告は限られており，更なる知見の集積
が必要である．

国立医薬品食品衛生研究所は，2017年度に東京都世田
谷区の用賀旧庁舎から神奈川県川崎市の殿町新庁舎への
移転を完遂した．これまでに2017年 1 月から2018年 4 月
の期間において殿町新庁舎の主要な揮発性有機化合物

（Volatile Organic Compounds; VOC）による室内空気
汚染状況を報告した10）．本稿では，候補 3 物質を測定対
象とし，2018年 4 月から2020年 3 月までの期間における
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室内濃度を継続的に調査・分析し，それらの季節性の経
時変化を明らかにしたので報告する．

2．調査方法
2．1　調査対象地点及び調査期間

国立医薬品食品衛生研究所殿町新庁舎（神奈川県川崎
市川崎区殿町 3 丁目）は，室内 3 か所［管理・研究棟 3
階 生活衛生化学部微量揮発性有機化合物分析室（E-17
室，陽圧制御特別仕様実験室），生活衛生化学部実験室
1 （F-18室，一般実験室），生活衛生化学部事務室（G-18
室，居室）］，屋外 1 か所［管理・研究棟東側スペース］
において室内空気のサンプリングを行った．殿町新庁舎
における調査期間は，2018年 4 月〜2020年 3 月とした．

2．2　調査対象化合物
室内濃度指針値新規策定候補物質（2-エチル-1 -ヘキ

サノール（1），2,2,4 -トリメチル-1,3 -ペンタンジオール
モノイソブチラート（2）及び 2,2,4 -トリメチル-1,3 -ペン
タンジオールジイソブチラート（3）について定量した

（Fig. 1 ）．

2．3　空気のサンプリング方法
調査にあたっては「シックハウス（室内空気汚染）問

題に関する検討会 室内空気中化学物質の測定マニュ
アル」9）に準じ，室内及び屋外の空気をアクティブサン
プリング法により捕集した．空気の捕集には，Tenax 
TA単層充填の捕集管（Markes社製SafeLokTM仕様ステ
ンレス製捕集管）を使用した．なお，捕集管はTC-20コ
ンディショナー（Markes社製）に装着し，窒素を約50 
mL/minで通気しながら100℃で 1 時間，300℃で 2 時
間加熱してドライパージ（清浄化）したものを用いた．

空気の捕集はGSP-400FT（ガステック社製）を用いて
50 mL/minの流速で58分間（2.9 L），床上（地上）1.2〜
1.5 mの空気を 1 検体捕集した．サンプリングの様子を
Fig. 2 に示す．空気サンプリング時間帯は規定しなかっ
た．

2．4　分析方法
捕集管にサンプリングした空気はTD-20及びGCMS-

QP2010 Ultra（島津製作所）を使用した加熱脱離-GC/
MSにより測定した．主要な測定条件を以下に記した．
室内濃度指針値の候補 3 物質に関してScanおよびSIM
モードを高速にスイッチするFASST（Fast Automated 
Scan/SIM Mode）で測定し，toluene-d8を用いた内
部標準法によって定量した．なお，定量下限値未満

（＜LOQ＝0.17 μg/m3）の数値については 0 として集計
した．

［加熱脱離］
Desorption: 280℃, 8 min, 50 mL/min
Cold trap: −20℃
Trap desorption: 280℃, 5 min
Line and valve temperature: 250℃

［GC］
Column: Rtx-1 （0.32 mm i.d. x 60 m, 1 μm）
Carrier gas: He, 40 cm/sec
Split ratio: 1 : 20
Oven temperature: 40℃−（5℃/min）−280℃ （4 min）

［MS］
Interface temperature: 250℃
Ion source temperature: 200℃

Figure １ 　Structures of candidate substances for indoor-air-quality guidelines
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Scan range （m/z）: 35-400
Scan rate: 10 Hz
定量イオン及び確認イオンはTable 1 のとおりである．

3．結果と考察
化合物 1 ‒ 3の2018年 4 月から2020年 3 月までの間の

濃度変化をFig. 3 に示す．いずれの化合物も屋外ではほ
とんど検出されなかったことから，屋外から室内への空
気移行に伴う化学物質の影響は無視できるものと考え
た．E-17室は他の室内と比べて全体的に低い傾向を示し
た．これは，E-17室が微量揮発性有機化合物分析室であ
り，陽圧制御特別仕様の換気システムを取り入れている
ためと考えられる．

いずれの室内においても化合物 1は夏季に高値を示
し，冬季に低値を示した．酒井らの報告 9）によると，化
合物 1が夏季に高い放散量を示すことから，本結果は酒
井らの報告を支持する結果となった．化合物 1は，フタ
ル酸ジ2-エチルヘキシル（DEHP）やアジピン酸-2 -エ
チルヘキシル，アクリル酸エステル，界面活性剤等の中
間原料として用いられる化学物質である．室内における
化合物 1の検出に関しては床材の裏打ち材中のDEHPや
接着剤中の2-エチルヘキシルアクリレートなど，2-エチ
ルヘキシル基をもつ化合物が，コンクリート中のpH12
〜13の強アルカリ性水分と接触し，夏季の構造躯体の温
度や湿度上昇に伴って分解と放散が促進された可能性が

考えられる．
化合物 3についても，夏季に比較的高値を示す季節周

期性が初めて明らかとなった．化合物 3はポリ塩化ビニ
ル製（PVC）のフローリングや床材に含有されること
から，建築物の構造躯体の温度上昇が季節変動の一因と
考えられた．他方，造膜助剤，浮遊選鉱剤の添加材，紙
処理剤の添加材等に用いられる化合物 2については室内
濃度が低く，季節周期性に関する知見は得られなかっ
た．いずれの化合物も経年的な減少傾向が示唆されたこ
とから，今後も継続して調査を行う予定である．

室内濃度指針値は，原則として全ての室内空間を対象
とするものであり，「現時点で入手可能な毒性に係る科
学的知見から，ヒトがその濃度の空気を一生涯にわたっ
て摂取しても，健康への有害な影響は受けないであろ
うと判断される値を算出したもの」と定義される11）．ま
た，室内濃度指針値は，それ自体が法的な拘束力をもつ
ものではないが，波及効果の大きい規格基準として「建
築物における衛生的環境の確保に関する法律（建築物衛
生法）」，「住宅の品質確保の促進等に関する法律（住宅
品質確保法）」，「学校環境衛生基準」等，室内空気質を
確保するための行政施策に幅広く参照されている．今回
の分析対象物質である化合物 1〜 3は，室内濃度指針値
見直しスキームに準じて，諸外国の空気質ガイドライン
等における指針値，居住環境内における揮発性有機化合
物の実態調査，家庭用品等からの化学物質の放出量の検

Compounds Target ion Qualifier ions

1 2 -Ethyl- 1 -hexanol 57 41 43

2 2,2,4 -Trimethyl- 1,3 -pentanediol monoisobutyrate 71 43 56

3 2,2,4 -Trimethyl- 1,3 -pentanediol diisobutyrate 71 43 56

Table １ 　Target ions and qualifier ions of compounds １–3

Figure 2 　 Air sampling at the new building of the National Institute of Health Sciences 
Left: Trace volatile organic compounds analysis room, E-１7; Right: Outdoor
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討結果，シックハウス関連研究の知見等から新たに室
内濃度指針値を設定すべき候補物質として提案された．
シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会 中
間報告書−第23回までのまとめ12）では，関係者が対策を
講ずるに当たり，科学的知見のさらなる収集が必要であ
り，また技術的観点から実効性に疑義のある値が提案さ
れている可能性があるとのパブリックコメント等の意見
を踏まえ，「ヒトへの安全性に係る情報」，「代替物の情
報」等を引き続き集積し，国際動向も踏まえながら，指
針値について再検討することとされている．本調査結果
については，室内濃度指針値を新規設定する際に有用な
資料として活用する．

4．おわりに
本研究で，室内濃度指針値候補物質である2-エチル

-1 -ヘキサノール（1），2,2,4 -トリメチル-1,3 -ペンタンジ
オールモノイソブチラート（2），2,2,4 -トリメチル-1,3 -
ペンタンジオールジイソブチラート（3）の室内濃度を
3 年間追跡調査した．その結果，化合物 1， 3は冬季に

低値を示した後，夏季に高値を示す季節周期性が認めら
れた．特に化合物 3の季節周期性を示した報告は今回が
初めてである．いずれの化合物も経年的減少傾向が示唆
され，引き続き調査を行う予定である．
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定方法等について，厚生労働省医薬局長通知 医薬
発第0207002号（平成14年 2 月 7 日）
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